
退職・休職等により普通徴収に切り替える場合の記入例

○退職・休職等をした方で、一括徴収できない場合、特別徴収できなかった市・県民税の残額は普通徴収という方法で納付していただきます。

　普通徴収になった場合、市役所から本人に納付書が送付されます。普通徴収の納期は6月、8月、10月、1月の4回です。

　異動の時期によって1～4回に分けて納付していただくことになりますので、退職・休職等をする方にもあらかじめご説明ください。

○下記の例では、（ウ）未徴収税額17,500円を1月納期の1回で納付していただくことになります。
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開始期

1・2・3・4
5・6・7

 未徴収税額（ウ）以下であるため
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受 領 印該当する年度を記入
してください。

現住所を記入して
ください。

現住所と1月1日現在
の住所が異なる場合
は記入して ください。

延岡市から送付された税
額通知書に記載の指定
番号を記入してください。

退職日等、異動があった日を
記入してください。

給与から差し引いた税額の合計
を (イ）に記入してください。

個人番号（12桁）を
記入してください。

法人番号（個人事業主の
方は事業主の個人番号）
の記載が必要となります。

「異動の事由」の該当す
るもの、及び「異動後の
未徴収税額の徴収方法」
について「３普通徴収（本
人納付）」を○で囲んでく
ださい。
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「3.普通徴収（本人納
付）の場合」の１～３
の該当する理由に
ついて記入ください。


